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エグゼクティブサマリー
2021年6月4～5日にかけて、G7各国の財務相および中央銀行総裁1による 
会合がロンドンにて催されました。会合の終了に当たり、主要議題に関する 
声明文が発表され、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応するG20・ 
OECD2の包摂的枠組みプロジェクト（BEPS2.0プロジェクト3）について、 
現在進行中の作業に対する強い支持が表明されました。また、この声明には、 
BEPS2.0プロジェクトで策定される新ルールの主要なパラメータに関する 
G7財務相の見解が含まれています。

G7のこの発表は、7月に予定されているG204財務相・中央銀行総裁会議に 
関連して、包摂的枠組みのメンバーである139の国・地域間での合意を促すこと
を目的としています。
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巻末注
1. G7各国とは、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国 を指します。 
2. 経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development）
3. 税源浸食および利益移転（Base Erosion and Profit Shifting）
4. G20には、以下のように欧州連合（EU）と19の国が参加しています： アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、
インド、インドネシア、イタリア、日本、韓国、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、英国、米国。

詳細解説
G7財務相・中央銀行総裁声明文
2021年6月5日、G7財務相・中央銀行総裁による会合の閉会時 
に発表された声明文は、BEPS2.0プロジェクトの第1の 
柱（新たなネクサスおよび利益配分ルール）および第2の 
柱（新たなグローバル・ミニマム・タックス・ルール）に関する 
国際的な税制改革に関する声明となっています。
グローバル化と経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対処し、
グローバル・ミニマム・タックスを採用するために、G20/OECDの 
包摂的枠組みを通じて進められている努力を強く支持する。市場国
に対し、最大規模かつ最も収益性の高い多国籍企業の利益率10%
を超える部分について、最低税率20%の課税権を与えるという、 
課税権の配分に関する公平な解決策をコミットする。新しい国際的な 
課税ルールの適用と、現在のすべてのデジタルサービス税および 
その他同様の措置の撤廃により、すべての企業に対し適切な調整が 
施される。またグローバル・ミニマム・タックスの最低税率を国別に
15%とすることにコミットする。BEPS2.0の2本柱についての合意
に向けて検討を進めることの重要性に同意し、7月のG20財務相・
中央銀行総裁会議で合意に達することを期待する。

会合後、議長国である英国のリシ・スナク財務相が国際的な 
税制改革について以下のようにコメントしました。
これらの画期的な税制改革は、英国が推進してきたものであり、 
英国の納税者にとっては、21世紀にふさわしいより公平な税制を
構築するという大きなメリットを有している。まさに歴史的な合意
がなされ、世界経済の回復に向けた重要な時期に、G7が一丸と 
なってリーダーシップを発揮したことは誇りである。

また、米国のイエレン財務長官は、グローバル・ミニマム・タックス
に関し、以下のように述べています。

G7財務相は、最低税率を15％以上とするグローバル・ミニマム・ 
タックスの実現に向けて大きな推進力をもたらす前例のない重要な 
コミットメントを行った。グローバル・ミニマム・タックスは、法人課税の 
底辺への競争を終わらせ、米国および世界の中産階級と勤労者に 
とっての公平性を確保するものである。また、グローバル・ミニマム・ 
タックスは、企業の競争条件を公平にし、各国が労働力の教育・ 
訓練や研究開発、インフラ投資などの前向きな競争を行うように
なることで、世界経済の発展を促すものである。

BEPS 2.0プロジェクトの次のステップ
現在BEPS2.0プロジェクトの活動は、2021年7月9日～10日
に開催されるG20財務相・中央銀行総裁会議に向け、包摂的 
枠組みで第1の柱と第2の柱双方について概念的な合意に 
達すること、10月のG20会議に向けその合意を最終化する 
ことに注力しています。G7の声明文に反映された、第1の柱に 
おける利益配分やデジタルサービス税（DST）との調整、 
第2の柱におけるグローバル・ミニマム・タックスの税率に 
関する具体的なパラメータは、包摂的枠組みの中で集中的に
交渉されています。具体的にどのような内容が盛り込まれる
かについては、今後の包摂的枠組みにおける課題となります。

今後の影響
BEPS2.0プロジェクトに対するG7の支持が確認された 
ことは、世界の税制を根本的に変革する上で重要なステップ 
となります。しかしこの変革の提案には、包摂的枠組みの 
メンバーである139の国・地域の合意が必要であり、7月に 
開催されるG20財務相会合での合意達成に向けて検討が 
進められています。

BEPS2.0プロジェクトは、多国籍企業が活動する国際的な 
税体系全般に大きな変化をもたらすものです。企業にとっては、 
今後数週間以降に展開するこれらの変革の動向を注視し、 
自社のビジネスに与える潜在的な影響を評価することが 
重要です。

また、影響を受ける企業は、世界中のDSTに関する動向に 
ついても確認する必要があります。

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991640/FMCBGs_communique_-_5_June.pdf
https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0214
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メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. https://www.eyjapan.jp/connect-with-us/mail-magazine/index.html を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。

@EY_Japan
最新の税務情報を配信しています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
角田 伸広 パートナー nobuhiro.tsunoda@jp.ey.com
須藤 一郎 パートナー ichiro.suto@jp.ey.com
関谷 浩一 パートナー koichi.sekiya@jp.ey.com
荒木 知 ディレクター satoru.araki@jp.ey.com
大堀 秀樹 ディレクター hideki.ohori@jp.ey.com
高垣 勝彦 シニアマネージャー katsuhiko.takagaki@jp.ey.com
野々村 昌樹 マネージャー masaki.nonomura@jp.ey.com

本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

EY  |  Building a better working world
EYは、「Building a better working world（より良い社会の構築を目指して）」
をパーパスとしています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値
を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。
150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信
頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。
アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザク
ションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起
（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、 
もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・ 
アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供して 
いません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体
が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令に
より禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comを
ご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、 
組織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワークを 
駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わせて
税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しくは、
ey.com/ja_jp/people/ey-taxをご覧ください。
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